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1．木造復元以外の整備手法（耐震改修等）との比較衡量 

 

木造復元の意義 

 天守の木造復元は、残された遺構の詳細な調査や史資料に基づき、近世城郭の中心的建物であった天守を忠実

に再現するものである。この木造天守そのものが史跡広島城跡の本質的価値の向上と理解の促進に寄与するだけ

でなく、広島の歴史・文化を伝える象徴的な存在として、まちに対する愛着や誇りの醸成に繋がると考える。また、復

元に至るまでの調査研究・設計・施工などの過程も重要であり、こうした一連の事業は、全国の他の近世城郭の保存

と整備活用に対し大きな貢献となるものである。 

 

１．広島城跡の本質的価値の向上と理解の促進に資する意義 

昭和 33 年（1958）に再建された現天守は、ほぼ忠実な外観が評価されているものの、鉄筋コンクリート造であり、ま

た、内部は近世の状況とは異なるため、天守本来の建築的特徴を理解することは難しい。天守を木造で復元すること

は、内部空間の構成や意匠、構造・構法など歴史的建造物としての天守を理解する上で極めて有効であり、また、天

正末期に豊臣秀吉が支配を固めていく中で、秀吉の傘下となった毛利氏が、平地の太田川のデルタ地帯に、大坂

城に次ぐ規模の天守を持つ新たな近世城郭を造営した歴史の理解に大いに寄与するものである。 

また、天正 20 年（1592）頃には完成していたとされる天守は、旧国宝（昭和 20 年（1945）時点で残った天守）の中

では最古級とされている。天守が木造で復元されれば、当時の先駆的な天守構造と壮大な建造物群を体感できるこ

と、また、既に木造復元されている二の丸の櫓門や多聞櫓と一体となった広島城を示すことができることから、広島城

築城に際して参考にした 16 世紀末に秀吉が造営した大坂城や聚楽第天守などを含めた歴史を理解する上でも大

変貴重なものとなる。 

 

2．事業準備段階から得られる継続性 

天守の木造復元は、現存する遺構に関する詳細な調査、各種の史資料に基づいて行われる。これらの調査研究

の進展は、広島城天守に関する新たな知見をもたらすだけでなく、近世城郭研究に関する多くの情報蓄積に繋がり、

これらの情報を研究者や市民等に提供することで、広く歴史の理解を促すことができる。 

 

3．歴史・文化を伝える象徴的な存在としてのまちに対する誇りの醸成等 

木造で復元した天守は、戦争により失われた広島市の歴史・文化を現代によみがえらせ、広島のまちの歴史・文化

を伝える象徴的な存在となる。また、都市形成の原点である広島城とその城下町を知ることは、広島のまちへの愛着

や誇りの醸成につながる。 

 

4．木造建築物としての費用対効果等 

天守の木造復元は設計、施工とも時間と費用を要するものの、適切な管理・修理を行うことでその耐用年限は半永

久的であることから、木造建築物として得られる価値を含め、最も費用対効果が高い。 

また、大規模な建築物である広島城天守を木造で復元することは、近年、世界的に求められている脱炭素社会の

実現に多大な貢献を果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

  
参考：広島城跡の本質的価値等 

○広島城跡の本質的価値 

・太田川河口部に築かれた都市広島の原点 

・戦国大名から豊臣系大名へと変容した毛利輝元が、中世城郭（戦国期城郭）から近世城郭へという城郭史における

大変革を受容しながら築き、新たな領国支配の拠点とした城 

・二つの小天守を従えた壮大な天守と広大な城域を誇る平城 

・築城技術の変遷を示す多様な石垣を有する城 

〇広島の歴史的経緯を示す要素 

・近代広島の都市形成の沿革を刻む城跡 

（「史跡広島城跡保存活用計画（案）」より） 
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比較衡量  

天守の整備手法について、 

①木造復元 

②耐震改修による現天守の継続利用 

③現天守の解体を基本とする整備 

の 3 手法が考えられる。それぞれの整備手法には、利点や問題点があるため、以下に掲げる評価指標に基づき比

較衡量を行う。 

 

1. 史跡の本質的価値を学び理解する場の提供 

2. 歴史や文化を通した地域のアイデンティティ、観光への寄与 

3. 事業推進過程で得られる効果 

4. 整備後の活用 

5. 整備期間・費用・維持管理 

 

1.史跡の本質的価値を学び理解する場の提供 

1）天守建築への理解に資する内容（天守建築史の観点） 

昭和 33 年（1958）に再建された現天守は、ほぼ忠実な外観が評価されているものの、鉄筋コンクリート造であり、ま

た、内部は天守本来の建築的特徴が再現されていないため、近世城郭建築物として学び、理解することは困難であ

る。史跡の本質的価値として学び、理解するためには、内部空間の構成や意匠、構造・構法など歴史的建造物として

の天守とする必要がある。また、近世広島城天守は天守 1 基だけでなく、東小天守、南小天守と併せて天守群を形

成しており、広島城特有の天守建築を理解する上で天守群の形成は重要な観点である。 

天守の様式は望楼式と層塔式に大別され、望楼式が古く、17 世紀初頭から望楼式に代わり出現した層塔式の天

守は、江戸時代以降、天守建築の主流とされているが、層塔式天守の発生と発展過程は、現在に至ってもなお明ら

かになっていない。広島城天守は望楼式ながら層塔式天守が備えていた特徴を数多く備えた点で、天守内部構造

を詳細に解析することが可能なものであり、また、架構構造を含む層塔式天守へと続く天守建築史を解明する上で非

常に重要な存在であり、天守建築への理解を促すことができる。 

なお、層塔式天守の構造的原則は次のとおりである。 

（1）寄棟屋根の積み重ねとし、各重の梁間と桁行は同寸法で上重に向けて逓減する。 

（2）「愚子見記」※には「天守には外観の美しさが重要である」とされており、天守各階の平面や高さを調整すること

で美しい外観を実現させることに腐心していた。 

（3）防衛機能の中核をなす入側（ロの字に配置された外周の武者走り）から、外部への眺望を確保する。このため、

入側と身舎（各階中央矩形平面の室）で梁を分断して架け、構造的に重（外観屋根数）と階（内部床数）が一致

できる仕組みを整えている。 

※江戸時代前期の法隆寺工匠で中井大和守配下で幕府棟梁を勤めた平政隆が編纂した大工の秘伝書で当時の城郭建築に関する設計思想を内 

容に含む史料。 

広島城天守では、(１)について 3 重目～4 重目を寄棟屋根としてこの法則を採用しており、入母屋を二重に重ねた

構造としている同時期に創建した岡山城天守に比べ先進的である。（2）について、梁間と桁行の両面で端正な外観

となるような逓減を行いつつ、要所には飾りに特化した千鳥破風を設けるなど、高い意匠性に配慮した外観としてい

る。（3）について、層塔式天守とは異なり従来の書院造のうち楼閣建築同様の小屋梁の架け方でありながら、外観屋

根と内部階を一致させており、同時代の望楼式とは異なり層塔式につながる先駆的な視点と独創的な構造手法でこ

れを実現させている点で唯一の存在である（P.17「架構（重階一致）」参照）。 

2）築城過程の理解への支援 

（中世城郭から近世城郭に変革し、毛利氏が新たな領国支配の拠点とした痕跡の顕在化（縄張り変遷の理解促進）） 

毛利氏時代（1589～1600 年）の広島城の様子を示した絵図『芸州広嶋城町割之図』（山口県文書館蔵）は毛利氏

時代の初期、天正 17 年（1589）～18 年（1590）頃の城郭の計画図を描いたものであると考えられており、この頃は、

二の丸は計画に含まれていなかった。絵図によると、本丸の東側に東大門を構え、東へ続く街路を最も広く長く設け、

さらに東側には京橋と猿猴橋を設けて関西方面への主要な街路の一つとする意図がみられ、城の東側への正面性

を意識した城下の配置であったと考えられる。一方で本丸への入り口は北と西に設け、北は吉田郡山城との連携を

企図し、虎口を構えた西側は太田川の支流を利用し、防備を固めることを目論んでいたと考えられる。この計画の後

に、北西隅に複連結式の天守を創建させたと考えられるが、東小天守には東側に意匠性に富む唐破風を設け、東

向きの景観に配慮した造りとしていた。最終的に、二の丸を設けた結果、南西方向が正面入口、東側は裏側（裏御門）

となったが、東小天守の外観は創建当初の毛利輝元時代の広島城の築城の想いを反映させたものであり、広島城

の縄張りが成立した経過を視覚的に理解する上で欠かせない存在として視覚的な理解の促進が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【木造復元】 

外観だけでなく内部空間の構成や意匠、構造・構法など歴史建造物としての天守を学び、理解する上で極めて有

効である。近世広島城天守は東小天守、南小天守と併せて天守群を形成する特有の構成であり、これらを復元する

ことにより、広島城特有の当時の先駆的な天守構造と壮大な建造物群が体感できる。 

また、広島城天守は望楼式ながら層塔式天守が備えていた特徴を数多く備えた点で、天守内部構造を詳細に解

析することが可能な存在であり、架構構造を含む層塔式天守へと続く天守建築史を解明するに当たり非常に重要な

存在として天守建築への理解を促すことができる。また、天守群の整備により、広島城の縄張り成立の経過を視覚的

に理解することができる。 

【耐震改修】 

外観は往時の姿を一定程度忠実に伝えており、引き続き史跡広島城跡の本質的価値の理解等に一定の役割を

果たすことができるものの、内部空間は本来の天守とは全く異なり、木造復元ほど天守建築への理解促進には繋が

「芸州広嶋城町割之図」

（部分） 

山口県文書館蔵 

江戸時代中期以降制作 

毛利氏時代の広島城の様

子を想像して描いていると

考えられるため、内容に関

しては一部検討を要する。 

東 
ノ 
大 
門 

京
橋 

ゑ
ん
か
う
橋 
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らず、近世城郭における天守の役割や歴史的価値の実感を得ることが難しい。 

【現天守の解体】 

現地に天守台が残るだけで、往時に天守が存在した事実や天守の姿形の理解に繋がらない。 

 

2. 歴史や文化を通した地域のアイデンティティ、観光への寄与 

1）歴史・文化観光に資する内容 

天守の整備はその手法により、広島市の観光振興に多大な影響を及ぼすとともに、歴史的な風致景観への影響も

大きい。また、天守の整備は、城跡空間の体感による理解に資するところが大きいため、他城等の復元事例を次に整

理する。 

〈参考〉近年の広島城への入場者数 (単位：人) 

直近 10 年では増加傾向にあり、コロナ渦では減少に転じたものの、昨年度の天守への入場者数は最大となって

いる。 

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

広島城・天守 221,550 255,042 305,731 333,187 330,416 305,164 328,479 90,322 89,529 250,844 437,336 

広島城・二の丸 70,568 90,370 101,618 110,123 103,653 98,317 104,197 25,546 25,229 67,968 99,229 

 

復元整備の事例 いずれも木造復元により入場者数が大幅に増加している。 

〈事例 1：金沢城（菱櫓・五十間長屋・橋爪門、河北門、鼠多門櫓）〉 

菱櫓、五十間長屋、橋爪門続櫓復元整備(2001 年)直後の 2 年間はそれぞれ 190 万人、220 万人が入場。その後の

3 か年は平均 77 万人が入場しており、整備前の年間 34 万人から大幅増。さらに石垣、河北門、いもり堀等が復元

（2009 年）されると、3 か年平均で 100 万人が入場。 

〈事例 2：名古屋城（本丸御殿）〉 

2017 年は 190 万人だったが、公開後の 2018 年は 221万人に増加（2018

年 1 月から天守閉鎖、本丸御殿は 6 月に公開開始） 

耐震改修の事例 リニューアル翌年にいずれも多数の入場者数を記録

している。 

〈事例 1：岡山城〉 

リニューアル翌年（2023 年度）は 43.8 万人が入場（天守再建時の 43.9

万人に匹敵する歴代 2 位の入場者数）。改修前の 34 万人から増加。 

〈事例 2：福山城〉 

改修前（2019 年）は年間 8 万人だったが、改修後（2022 年 8 月）の 1 年

間で 17 万人超の入場。 

解体をベースとした整備 

現状では事例がないが、整備効果は解体後の整備内容による。

2）本市が目指す「国際平和文化都市」の取組 

本市は、まちづくりの最高目標となる都市像に「国際平和文化都市」を掲げ、その実現に向けたまちづくりに取り組

んでいる。 

現在の鉄筋コンクリート造天守再建の際には、戦災復興からのシンボルとして、失われた天守のより良い再現に向

けて関係者の最大限の努力が払われた。コンクリート構造物としての耐用年数を大きく超えた今、国際平和文化都市

を目指す本市としては、「戦災復興からのシンボル」から「被爆以前の広島の歴史や被爆からの復興の歴史を後世に

伝えるシンボル」への発展につながる整備手法について検討を行う必要がある。 

【木造復元】 

現天守再建に当たっての思いなどを踏まえて築城当時と同様に木造により復元することは、広島の歴史的風致景

観の形成に大きく寄与する。また、天守の空間体験ができる施設として、観光客の大きな増加が見込まれるとともに、

まちのシンボルとして親しまれると考える。さらに、史実に忠実な再現により、持続的な形で被爆以前の広島の歴史や

復興の歴史を将来に伝えることができる。 

【耐震改修】 

再建時に広島市民にとって、心の拠り所、郷土のシンボルであった建築物として残し、補強や老朽化への対応とし

て改修を行うことによる観光客の増加は見込まれる。 

【現天守の解体】 

先人の取組を記憶と記録に留め、倒壊による遺構の損傷を未然に防ぐため、倒壊する危険性が高い現天守を解

体して、現状の遺構を将来に伝える。これにより、再建時に広島市民にとって、心の拠り所、郷土のシンボルであった

建築物がなくなるため、天守を目的とする観光客の減少が見込まれる。 

 

3. 事業推進過程で得られる効果 

史跡整備の過程においては、史跡の本質的価値の直接的な向上に限らず、さまざまな活動により結果的に史跡

の本質的価値に新たな理解をもたらす場合がある。このため、単なる設計や施工に要する整備期間ととらえず、事業

推進過程における効果について比較検証する必要がある。 

1）広島城及び天守に関する調査研究向上に資する内容 

現存する遺構に関する詳細な発掘調査、各種の文献・絵画等史資料の調査、こうした調査から得られた情報に基

づく研究を推進することは、かつて存在した広島城の天守や保護された遺構に関する新たな知見をもたらすだけで

なく、近世城郭研究に関する多くの情報を提供することができる。こうした調査・研究を進めることで、現時点での史跡

広島城跡の本質的価値について、事業を通して新たな理解をもたらすことができる。 

 

2）伝統技能の継承、伝統工法の再評価に資する内容 

かつての広島城天守には、建造物木工、屋根瓦葺（本瓦葺）、左官（日本壁）などの伝統技術が用いられており、

創建後も天守修理の際には伝統技能の実践の場として多くの職人が技術を継承し、天守の維持に貢献してきた。こ

のような伝統技能を後世に継承することは、無形文化財（世界無形文化遺産にも登録）に相当する伝統建築工匠の

技の一部を引き継ぐことであり、また、伝統工法による大規模高層木造建造物の構造解析や、耐震補強などの新技

術の導入も併せ、現在の構造基準にあった性能を評価する過程を通して、他の歴史的建造物の構造評価や新たな

伝統工法の普及にも繋がる。 

 

 

 

名古屋城本丸御殿の来場者 
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3）史跡への理解を通したまちに対する愛着や誇りの醸成等 

天守の整備は完成後のみならず、調査や施工段階から情報を公開する中で史跡に対する理解が深まるものであ

り、近年では長期にわたる事業期間を利用して積極的な公開の場として利用する事例が多い。事業進行の過程で行

われる最新の発掘調査や復元整備の現場説明会、調査研究成果の公表の場として研究会・講演会・シンポジウム・

フォーラム等（MICE（=産官学の各組織が学問的なテーマのもとに開催するビジネスイベントの総称）を含む。）を通し

た情報発信により、事業への理解と協力を得ながらまちへの愛着や誇りを醸成することが可能と考える。 

【木造復元】 

復元に当たって、発掘調査が実施されるため、新たな知見が得られる可能性があるほか、伝統技能や伝統工法で

工事を実施するため、こうした取組みを後世に引き継ぐことできる。また、復元に向けた進捗状況を公表することによ

り、広島城を知る機会が増えるとともに、史跡に対する学びや理解の促進につながる。 

また、準備段階を含めた最新の発掘調査情報や、実施段階では伝統工法により刻々と変化する復元工事の状況

など、史跡の理解促進につながる情報が事業の各段階で常に豊富にある。このため、広島市の都市形成の原点とな

った城跡を深く理解することにより、まちへの愛着や誇りを醸成することが可能と考える。 

【耐震改修】 

基本的に発掘調査が実施されないため、遺構に関する新たな知見は得られず、調査研究の向上は望めない。 

昭和に再建した鉄筋コンクリート造天守に関する理解を促進することができる。 

【現天守の解体】 

解体に当たって、石垣天端の発掘調査が実施されるため、石垣天端に残存している遺構に限り新たな知見が得ら

れる可能性がある。 

 

4. 整備後の活用 

復元事例では、復元した建物そのものを空間体験できる展示物として見学し、史跡への理解を深める学習の場と

して活用することを基本とし、近年では宿泊イベントや文化遺産のツアーとして活用している事例もある。木造復元に

拠らない場合は、内部を展示施設とするなど博物館として利用している事例が多い。天守が無く石垣のみ現存する

事例では、石垣天端を見学ルートに含めることや、仮設資材による天守模型の設置イベントなどに利用している。 

復元整備の事例  

〈事例１:広島城二ノ丸復元建造物〉 

広島城発掘調査成果、広島城の二の丸や近接する縮景園などをテーマとした広島城の歴史を学べる展示のほか、

伝統工芸品の展示、広島に本拠地をおく上田宗箇流によるお茶会、和楽・演芸等の鑑賞会等のイベント会場として、

様々な歴史文化を体験できる施設として広く活用されている。 

〈事例 2：大洲城天守（愛媛県）木造復元（県史跡）〉 

「大洲城キャッスルステイ」として天守への宿泊サービスを行っている。地域の文化遺産のツアーや食事体験サー

ビスなどと併せて実施し、地域の歴史と文化を深く体験できる中核施設として活用している。 

耐震改修の事例  

〈事例：岡山城天守（岡山県）RC 造（国史跡）〉 

2022 年の改修で、体験型展示を拡充し、本丸内のバリアフリー化を実現させた。ライトアップも拡充し、ランドマー

クとしての存在感を高めている。 

天守を復元していない整備の事例 

〈事例：津山城天守（岡山県）天守台石垣が現存（国史跡）〉 

天守台の上部まで散策が可能。特定イベント時に仮設資材で天守を製作して現地で展示することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【木造復元】 

木造復元された天守そのものが歴史的展示物であり、外観・内観ともに歴史学習の場として、史跡への理解を深め

ることができる。 

【耐震改修】 

展望施設、ランドマークとしての機能は有するものの、耐震改修後の内部空間は現在より狭くなり、展示スペースは

縮小される。 

【現天守の解体】 

現天守の横に展示されている礎石を元の位置に戻すなどにより、史跡への理解を促す方法が考えられる。 

 

5. 整備期間・費用・維持管理 

1）整備期間 

【木造復元】 

木造復元では発掘等調査検討、関係省庁への手続き、設計・工事に至るまで相当の期間を要する（発掘調査とそ

の記録から、文化庁の復元検討委員会での審議を経て設計に着手する必要がある。）。復元検討委員会は、1 物件

（1 建物）について 3 回程度の審議が必要であり、検討委員会の開催は不定期である（目安として 3 回/年程度）。復

元検討委員会に要する期間は案件により大きく異なる。 

〈事例 1：櫓門 1 棟〉 明瞭な古写真・遺構あり、3 回の審議で完了。所要期間約 1 年。 

〈事例 2：櫓門 2 棟、高麗門 1 棟、塀〉 遺構不明瞭、詳細史料なし、計 12 回の審議で完了。所要期間約 6 年。 

これに加え、基本設計期間（復元検討委員会期間を基本設計に含む場合もある）、実施設計期間が必要となるた

め、類似事例等から、工事着手まで少なくとも 6 年以上の期間を要する。工事期間は資材の調達難易度と確保可能

な技能者の数、施工計画によって大きく左右されるが、現天守解体期間に加え 8 年程度は必要となる（ただし、現天

守解体と復元資材の取得・加工等の一部の復元工事を同時進行する工程も考えられる。）。 

※工事期間については「広島城天守閣木造復元基礎調査追加業務報告書」（令和 3 年 3 月）より引用しており、

現在、具体の工程等について検討している（今後提示予定）。 

【耐震改修】 

５年程度 

※「広島城天守閣耐震改修計画立案業務報告書」（令和 3 年 7 月）より引用しており、内部改修、外部改修、通路

整備に要する期間を含む。 

 

大洲城天守宿泊体験 

大洲市観光情報サイト HP より 

体験型展示（多目的フロア） 

『岡山城 令和の大改修 公式記録集』(web)より 
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【現天守の解体】 

現天守の解体期間に加え、解体後の整備に関する期間として 3 年程度は必要となる。 

 

2）費用 

【木造復元】  

約 131 億円 （小天守を含む天守群全体を復元する場合） 

※「広島城天守閣木造復元基礎調査追加業務報告書」（令和 3 年 3 月）より引用しており、現在、改めて、費用を

算出している（今後提示予定）。 

【耐震改修】  

約 8.5 億円 

※「広島城天守閣耐震改修計画立案業務報告書」（令和 3 年 7 月）より引用しており、内部改修、外部改修、通路

整備に要する費用を含む。 

【現天守の解体】 

解体後に実施する整備、コンテンツ制作による 

※現在、解体工事費用を算出している（今後提示予定）。 

 

3）維持管理 

【木造復元】 

修理は対象の規模によって区分され、小修理、維持修理、根本修理に大別される。 

小修理は日常管理における破損部分の補修で、日常的に傷みやすい内壁の部分補修や、床板・壁板の部分的

な張替、瓦の部分的な差替え等が考えられ、これらの頻度は発生時に随時実施することとなる。 

維持修理は経年による破損を補修し、建築物としての機能を維持するために周期的に行うもので、屋根葺替（50

～100 年ごと）、塗装修理（25～50 年ごと）、外壁修理（25～100 年ごと）などがある。 

根本修理は柱や梁、土台など主要構造部にまで破損が及んだ場合に行う修理で、100～200 年を目安に行う。 

一定の周期でこれらの修理を行うことで半永久的に機能を維持することができる。 

【耐震改修】 

基本的には木造復元の場合と同じく、日常的に実施する小修理と、建築物機能維持を目的とした維持修理があり、

維持修理に関しては屋根葺替が 50～100 年ごと、塗装修理が 25～50 年ごとが想定される。 

鉄筋コンクリート造のため、根本修理については既存の技術では難しい。コンクリートの中性化状況から、外壁・屋

根等の更新を実施した場合でも、現天守の使用可能年数は 30 年程度と考えられる（「広島城天守閣耐震改修計画

立案業務報告書」（令和 3 年 7 月）より）。 

【現天守の解体】 

石垣天端から雨水の流入を防止する役割を果たしていた現天守がなくなるため、天守台上面からの雨水侵入対

策措置を実施し、その後は環境改変に伴う石垣の変位を観察するモニタリングを継続して実施する必要がある。 

また、天守上面の保護層の定期的な修繕と、天守台上面を見学ルートに含む場合には階段や手すり、転落防止

柵等の公開施設のメンテナンスが定期的に必要となる。 

 

 

まとめ 

「1.史跡の本質的価値を学び理解する場の提供」では、当時の先駆的な天守構造と壮大な建築物群の体感が可

能になる点で木造復元の効果が最も高く、「2. 歴史や文化を通した地域のアイデンティティ、観光への寄与」では、木

造復元が広島の歴史的風致景観の形成や天守の空間体験ができる施設として、観光客数の大幅な増加が見込まれ

るとともに、被爆以前の広島の歴史や復興の歴史を伝える象徴的な存在として市民等に認知されることが期待できる。   

また、「3. 事業推進過程で得られる効果」では、木造復元において事業推進段階から広島城及び天守の調査研

究に資する高い効果を得ることが可能であり、取り組みの過程でも伝統技能に資する内容や、発信可能な情報量の

多さなど、後世に引き継ぐことができる材料を豊富に有している。 

「4.整備後の活用」では、鉄筋コンクリート造天守では活用方法が展示物を用いた博物館的利用が主体となるため

木造復元に比べ、活用効果は限定的となる。 

「5.整備期間・費用・維持管理」の観点では、整備期間において木造復元が他案と比較して長期間となるが、上記

「3. 事業推進過程で得られる効果」が期待できる。費用面については、今後必要な検証を行う必要がある。 
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項  目 ①木造復元 ②耐震改修による現天守の継続利用 ③現天守の解体を基本とする整備 

１．史跡の本質的価値を

学び理解する場の提供 

・外観だけでなく内部空間の構成や意匠、構造・構法など歴史建造物と

しての天守を学び、理解する上で極めて有効。 

・近世広島城天守は東小天守、南小天守と併せて天守群を形成する特

有の構成であり、これらを復元することにより、広島城特有の当時の先

駆的な天守構造と壮大な建造物群が体感できる。 

・広島城天守は望楼式ながら層塔式天守が備えていた特徴を数多く備え

た点で、天守内部構造を詳細に解析することが可能な存在であり、架構

構造を含む層塔式天守へと続く天守建築史を解明するに当たり非常に

重要な存在として天守建築への理解を促すことができる。 

・広島城の縄張り成立の経過を視覚的に理解することができる。 

・外観は往時の姿を一定程度忠実に伝えており、引き続き史跡広島城跡

の本質的価値の理解等に一定の役割を果たすことができる。 

・内部空間は本来の天守とは全く異なり、木造復元ほど天守建築への理

解促進には繋がらず、近世城郭における天守の役割や歴史的価値の

実感を得ることが難しい。 

・現地に天守台が残るだけで、往時に天守が存在した事実や天守の姿

形の理解に繋がらない。 

 

２．歴史や文化を通した地

域のアイデンティティ、観

光への寄与  

・広島の歴史的風致景観の形成に大きく寄与する。 

・天守の空間体験ができる施設として、観光客の大きな増加が見込まれ

るとともに、まちのシンボルとして親しまれると考える。 

・史実に忠実な再現により、持続的な形で被爆以前の広島の歴史や復

興の歴史を将来に伝えることが出来る。 

・再建時に広島市民にとって、心の拠り所、郷土のシンボルであった建築

物として残る。 

・改修を行うことによる観光客の増加は見込まれる。 

・再建時に広島市民にとって、心の拠り所、郷土のシンボルであった建築

物がなくなる。 

・天守を目的とする観光客の減少が見込まれる。 

３．事業推進過程で得ら

れる効果 

・発掘調査により、新たな知見が得られる可能性がある。 

・伝統技能や伝統工法で工事を実施するため、こうした取組みを後世に

引き継ぐことができる。 

・復元に向けた進捗状況を公表することにより、広島城を知る機会が増え

るとともに、史跡に対する学びや理解の促進につながる。 

・準備段階を含めた最新の発掘調査情報や、実施段階では伝統工法に

より刻々と変化する復元工事の状況など、史跡の理解促進につながる

情報が事業の各段階で常に豊富にある。このため、広島市の都市形成

の原点となった城跡を深く理解することにより、まちへの愛着や誇りを醸

成することが可能と考える。 

・基本的に発掘調査が実施されないため、遺構に関する新たな知見は得

られず、調査研究の向上は望めない。 

・昭和に再建した鉄筋コンクリート造天守に関する理解を促進することが

できる。 

・発掘調査により、石垣天端に残存している遺構に限り新たな知見が得ら

れる可能性がある。 

４．整備後の活用 

・木造復元された天守そのものが歴史的展示物であり、外観・内観ともに

歴史学習の場として、史跡への理解を深めることができる。 

・展望施設、ランドマークとしての機能は有する。 

・耐震改修後の内部空間は現在より狭くなり、展示スペースは縮小され

る。 

・現天守の横に展示されている礎石を元の位置に戻すなどにより、史跡

への理解を促す方法が考えられる。 

５．整備期間、費用、維持

管理 

整備期間・費用  

・14 年程度（計画設計：6 年程度、工事：8 年程度） 

※工事期間については「広島城天守閣木造復元基礎調査追加業務報

告書」（令和 3 年 3 月）より引用しており、現在具体の工程等について検

討中（今後提示予定）。 

・約 131 億円 

※「広島城天守閣木造復元基礎調査追加業務報告書」（令和 3 年 3 月）

より引用しており、現在、改めて費用を算出している（今後提示予定）。 

維持管理 

・小修理、維持修理、根本修理を一定の周期で行うことで半永久的に機

能を維持することができる。 

整備期間・費用  

・5 年程度 

・約 8.5 億円 

※整備期間・費用ともに「広島城天守閣耐震改修計画立案業務報告書」

（令和 3 年 7 月）より引用しており、内部改修、外部改修、通路整備に要

するものを含む。 

維持管理 

コンクリートの中性化状況から、外壁・屋根等の更新を実施した場合でも

使用可能年数は 30 年程度と考えられる（「広島城天守閣木造復元基礎

調査追加業務報告書」（令和 3 年 3 月）より）。 

整備期間・費用 

・現天守の解体期間に加え、解体後の整備に関する期間として 3 年程度 

・費用は解体後に実施する整備、コンテンツ制作による。 

※現在、解体工事費用を算出している（今後提示予定）。 

維持管理 

・天守台上面からの雨水侵入対策措置等を実施する必要がある。 

・天守上面の保護層の定期的な修繕と、天守台上面を見学ルートに含む

場合には階段や手すり、転落防止柵等の公開施設のメンテナンスが定

期的に必要となる。。 

総合評価 

当時の先駆的な天守構造と壮大な建築物群の体感が可能になる点で

効果が最も高く、被爆以前の広島の歴史や復興の歴史を伝える象徴的

な存在として市民等に認知されることが期待できる。事業推進段階から広

島城及び天守の調査研究に資する高い効果を得ることが可能であるな

ど、後世に引き継ぐことができる材料を豊富に有している。整備期間にお

いて長期間となるが、上記「３．事業推進過程で得られる効果」、が期待

できる。 

戦災復興からのシンボルとしての価値は持続するが、広島城天守本来

の歴史的・文化的価値は表しえない。整備後の活用の観点では展示物

を用いた博物館的利用が主体となるため、活用効果は限定的となる。ま

た、耐震改修を実施したとしても、建築物としての長寿命化を図ることは

できない。 

残された石垣などの遺構から史跡についての一定の理解を得ることが

出来るが、現状の天守がある状態からは後退してしまうため、整備による

効果が最も低い。 

整備手法の比較表 
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2 ．復元時代の設定及び復元等の範囲の検討 

 

復元原案決定時に考慮すべき要素を整理した上で、復元等の範囲や時代の設定を行う。 

・旧国宝指定時の文化財指定要旨→当時現存した天守のなかで古式かつ荘厳な意匠を備えた天守として評価。 

・天守建築史上の位置付、規模的要件 →古式ながら均整のとれた外観を実現させた独自の軸組、廊下を介して

連結した二基の三重小天守を備えた規模は、関ヶ原以前の天守にあっては最大級。 

・真実性の観点 →復元年代による根拠資料の多寡の状況を評価。 

 

(1) 復元時代の設定 

主要な根拠資料をもとにおおよそ４つの時代を設定（R6 年度第 2 回検討会議資料掲載）した。 

・A  創建期       ：天正 20 年(1592)頃 

・B  江戸期       ：慶長 5 年(1600)～安政元年(1854) 

・C  幕末～明治初期 ：安政元年(1854)～明治 5 年(1872) 

・D  戦前         ：                     ～昭和 20 年(1945) 

 

(2)復元等の範囲の設定 

保存図の状況をベースに 3 案を設定（R6 年度第 2 回検討会議資料掲載）した。 

区  分 天守 
東廊下 

（玄関含む） 
東小天守 南廊下 南小天守 

案① 
天守＋ 

廊下の一部 
○ 

一部 

（玄関含む） 
― 一部 ― 

案② 天守＋廊下 ○ ○ ― ○ ― 

案③ 天守群全体 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

・案①：保存図が存在する範囲は、古写真もあり正確に復元が可能といえる。 

・案②：廊下部分は一部保存図があり、断面構造が判明しているので、推定部分もあるが真実性はほぼ担保できる。 

・案③：広島城の特徴である天守・小天守 2 棟と廊下からなる組み合わせを復元する案であるが、小天守の史料が少

なく、天守に比べて真実性の担保が難しい。発掘調査等の新たな資料が必要である。 

 

(3)復元時代・範囲と法令等の整合性について 

法令（建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号）、文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」、国際

憲章の観点で復元の年代・範囲との整合性を検討した。 

 

1）法令（建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号）について 

建築基準法の適用除外をする場合、建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号（文化財保護法等で指定された建築物の

原形を再現する建築物）として見なされる。全国的な復元事例では、かつて指定文化財であったか否かに関わらず

同項を準用して復元している事例が多数あるが、指定文化財であった範囲と指定が及んでいなかった範囲が混在す

る場合、建築基準法の所管部署との十分な協議が不可欠である。 

〈事例 1：名古屋城本丸御殿〉 

戦前に旧国宝保存法で指定されていた建造物で、戦災で焼失した。復元に際し、「建造物の価値が最も顕在化す

る時期」を選定する理由から、屋根は杮葺とし、一部復元的検討を加えて江戸初期＝寛永期(1624-1644)の形式な

がら建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号を適用し復元した。 

〈事例 2：高松城桜御門（櫓門）〉 

戦前に旧国宝保存法で指定される直前に空襲で焼失した。建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号を適用し、かつて指

定（正確には指定直前）されていた建造物の再現とした。また、復元進捗の過程において、「古写真のそのままの状

況（＝戦前の状態）」を再現することに主眼が置かれた。結果として、焼失前の姿（大正期創建の披雲閣の表門として

大正期に整備された状態）を復元し、戦災復興としてのイメージを強めた。 

 

2）文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」について 

文化庁の「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」との整合性の検討として、Ⅰ復元、Ⅱ復元的整

備における基準等について広島城の状況を確認した。 

 

文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」（抜粋） 

Ⅰ．復元 

２．基準（２） 技術的事項  

ア．当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代における史資料の作成・残存状況等も

踏まえ、次の各項目の資料により、復元する歴史的建造物が 遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な

根拠をもち、復元後の歴史的建造物が規模・構造・形式等において高い蓋然性をもつこと。  

① 発掘調査等による当該歴史的建造物の遺跡に関する資料等  ⇒今後行うことを検討している 

② 歴史的建造物が別位置に移築され現存している場合における当該建造物の調査資料 ⇒該当なし 

③ 歴史的建造物が失われる前の調査・修理に係る報告書・資料等 ⇒保存図等 

④ 歴史的建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等で、精度が高く良質の資料（歴史的建造物が失われた時代・

経緯等によって、復元に求めるべき資料の精度・質に違 いがあることを考慮することが必要） 

 ⇒指図、絵図、古写真（東廊下・南廊下は半分解体された状態、東天守は１枚のみ）、古川重春資料等 

⑤ 歴史的建造物の構造・形式等の蓋然性を高める上で有効な現存する同時期・同種の建造物、又は現存しない

同時期・同種の建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等 の資料  ⇒現存天守等 

イ． 原則として、復元に用いる材料・工法は同時代のものを踏襲し、かつ当該史跡等の所在する地方の特性等を

反映していること。 

 

Ⅱ．復元的整備 

１．定義 

今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質

的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の工作物を遺跡の直上に次のいずれかにより

再現する行為を「歴史的建造物の復元的整備」 という。  

ア．史跡等の本質的価値の理解促進など、史跡等の利活用の観点等から、規模、材料、内部・外部の意匠・構造

等の一部を変更して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為  

イ．往時の歴史的建造物の規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部について、学術的な調査を尽くしても史

資料が十分に揃わない場合に、それらを多角的に検証して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推

進する行為 
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２．基準（２）留意事項 

ア．往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した構造部については、その旨

を明示すること 

イ．往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した部分については、再現に当

たって採用した意匠・構造について、その経緯及び考証を明示すること 

ウ．復元的整備を行う歴史的建造物は、史跡等の学術的な理解の促進に資するものであることから、復元的整備

された歴史的建造物に付加する便益施設については、その機能や面積に応じて重要箇所（例えば、城跡にお

ける本丸等枢要箇所）を避けるなど配慮すること 

エ．復元的整備後には、ア．又はイ．の実施について文化庁に報告を行うとともに、継続的に復元的整備の効果を

検証し、報告を行うこと 

 

3）記念建造物および遺跡の保全や修復に関する国際憲章等について 

国際憲章には、復元に対する法的拘束力はない。しかしながら、広島城天守の復元においても復元や再建をめぐ

る国際憲章や国際的な議論に照らし合わせて進めていく必要があると考えるため、これまでと同様に、歴史的建造物

の復元に関して、国際憲章等に示された考え方を尊重しつつ、発掘調査の成果や信頼性のある史資料等を根拠と

し、多角的で十分な分析及び検討を踏まえて「復元」 を実施してきた（文化庁『史跡等における歴史的建造物の復元

の在り方に関する WG 天守等の復元の在り方について（取りまとめ）』R1.8 より）経緯を踏まえ、国際憲章等の内容を

確認した。 

 

・再建とオーセンティシティ（ヴェニス憲章、奈良文書） 

『ヴェニス憲章』（1964）では、「推測による修復」を禁じ、復元（再建）に関しては「残された部材を再構築するアナス

ティローシス」以外の方法は原則として認められないとしている。しかし、30 年後に起草された『オーセンティシティに

関する奈良文書』はオーセンティシティを文化の多様性・遺産の多様性の文脈意匠、材料と材質、用途と機能、伝統

と技術などの情報源の価値と関連付けられることが示されている。 

 

・人々の記憶の再構築（ドレスデン宣言） 

第二次大戦の戦禍で失われたポーランドのワルシャワ歴史地区は、破壊された都市全体の再建が「人々の記憶の

再構築に関わる営為」として評価され、1980 年に世界遺産に登録された。『ドレスデン宣言』(1982)では、「戦争によっ

て破壊されたモニュメントの復元」に関して、それが「大きな意義をもつモニュメントの戦争による破壊」であり、かつ

「破壊前の状態に関する信頼できる証拠資料に基づく場合」には、正当化されるとしている。 

 

・調査研究と解釈の実践（ローザンヌ憲章） 

再建に関するもう一つの重要な視点として、『考古学的遺産の管理・運営に関する国際憲章（ローザンヌ憲章）』

(1990)があげられる。この中で、再建という行為は、調査研究や解釈の実践という重要な機能を有するものと規定され

ており、研究の成果をもって復元を実践することの重要性を裏付けることができる。 

 

4）案①～③と法令等の整合性について 

案①（天守＋廊下の一部） 

【法令（建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号）】 

・かつて文化財指定（旧国宝）されていた範囲※に該当している。 

※官報告示「五層天守、前面階段室二層、左方附属建物、単層、内部一部重層、屋根総本瓦葺」より、天守と東

廊下（前面階段室二層）、南廊下の一部（左方附属建物、単層、内部一部重層）が旧国宝に指定されていた。 

【文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」】 

保存図や写真があり、基礎遺構の発掘が見込まれる天守と東廊下（玄関を含む）、南廊下などは「復元」と位置付

けることが可能である。 

【国際憲章等】 

保存図や古写真等が残っているので、ヴェニス憲章及び奈良文書と大きな乖離はないと解釈できる。また、ドレス

デン宣言の「戦争によって破壊されたモニュメントの復元」に該当するものである。 

 

案②（天守＋廊下） 

【法令（建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号）】 

東廊下、南廊下全体を復元することは、かつて文化財指定されていたという点からは逸脱する。かつて文化財指

定されたもの（天守＋御廊下の一部）、指定されていなかったもの（御廊下端部）が混在する場合は、再現の根拠と

なる法令解釈に弾力的な判断が必要とされる。 

【文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」】 

保存図や写真があり、基礎遺構の発掘が見込まれる天守と東廊下（玄関を含む）、南廊下などは「復元」と位置付

けることが可能である。廊下部分は保存図では部分的にしか記録されていないものの、断面構造が判明していること

から、推定部分もあるが真実性はほぼ担保と考えられる。ただし、このことについて文化庁との綿密な協議が必要で

ある。 

【国際憲章等】 

発掘調査や保存図や古写真等をもとに、東廊下・南廊下の保存図にない部分までも復元することは、ローザンヌ

憲章における様々な調査研究の成果をもって復元を実践することに当たると考えられる。 

 

案③：（天守群全体） 

【法令（建築基準法第 3 条第 1 項第 4 号）】 

天守群全体を復元することは、かつて文化財指定されていたという点からは逸脱する。かつて文化財指定された

もの（天守＋御廊下の一部）、指定されていなかったもの（御廊下端部＋小天守）が混在する場合は、再現の根拠と

なる法令解釈に弾力的な判断が必要とされる。 

【文化庁「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」】 

・東小天守は保存図がないものの、古写真と発掘遺構、その他の史資料をもとに「復元的整備」、あるいは「復元」の

範疇になる可能性もあると考える。 

・南小天守は保存図がなく、古写真も現在のところ発見されておらず、正保絵図で外観が判る程度で復元検討のた

めの資料が少ない。また、遺構は攪乱を受けている可能性が高いが、今後の発掘調査により確認する必要がある。

このため、「復元的整備」として可能かどうかを検討することになる。あるいは天守へのアプローチとしての便益施設

として考えることもあり得るが、その場合も外観の再現は必須で、基準に見合った必要な根拠資料（発掘調査結果、

類例等）を過不足なく整える必要がある。 

【国際憲章等】 

案②同様に様々な調査研究の成果をもって復元を実践することになるが、現在の調査資料だけでは情報が不

足しており、今後十分な根拠資料を揃える必要がある。 
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5）まとめ 

広島城天守において、復元等の範囲は、建造物の価値が最も顕在化する案③（天守群全体）が、史跡の本質的

価値の向上や理解促進等の観点から整備効果が一番高いと考えられる。これは、復元時代において、16 世紀末の

激動の時代であった創建期、その後の平和な江戸時代から明治初期まで（A、B、C）に相当する。その中でも、古写

真において天守外観や東小天守がうかがい知れる「C 幕末から明治初期」の時期とすることが妥当であると考える。

復元等に当たっての根拠資料については、昭和初期に描かれているものの明治初期まで残った形態や構造をほぼ

表していると考えられる保存図や明治初期以降の大量の古写真等で補完できると考える。 

ただし、案③では、すべての復元対象建造物において、発掘調査で良好な状態の遺構が確認される必要がある。

また、天守、廊下は文化庁の「復元」に該当すると見込まれるが、小天守については「復元」または「復元的整備」が

可能か、今後発掘調査をはじめとする更なる調査を継続し、その上で便益機能の配置を含めた整備計画を策定する

必要がある。 

小天守付近の発掘調査で遺構が確認されない場合は、その部分を復元等の範囲として設定することは難しいが、

その場合でも、実測図から構造が類推できる案②（天守＋廊下）は「復元」として整備出来る可能性がある。 

案①（天守＋廊下の一部）は法令や文化庁の基準、国際憲章等との整合性において、「復元」が可能な範囲であ

るが、史跡等の本質的価値を顕在化するうえで果たす役割は、ほかの 2 案に及ばない。 

 

 

  

【参考】広島城天守における復元等の範囲の決定に至るまでの想定手順 

①発掘調査の実施、遺構の精査、考察 

  ・遺構が良好な状態で確認される場合と、不明瞭な状態の場合が考えられる。 

②復元等が可能な範囲と難しい範囲の区分 

  ・遺構が良好な範囲 → 復元範囲、または、復元的整備範囲として設定が可能 

  ・不明瞭な範囲    → 復元・復元的整備のいずれも難しいが、廊下については復元の可能性が残る。 

  ※この段階で、東小天守は、復元または復元的整備が可能か判断（特に復元となるかが重要） 

  ※この段階で、南小天守は、復元的整備が可能か判断 

  ※すべての遺構が良好な状態で確認された場合に限り、天守群全てを復元等できる可能性がある 

③整備計画の策定 

 1）復元範囲と機能の配置検討 

・特に移動円滑化にかかる機能を②のどこに配置するか、議論し検討 

・復元的整備とする 1 棟（東小天守、南小天守）に限り、便益施設として整備する案を検討 

2）文化庁の復元的整備の条件、各種国際憲章の考慮 

・採用する条件の優先順位検討を含め、復元整備範囲（案）を作成 

④文化庁協議 

⑤復元範囲の決定 



 

10 

3．復元等の蓋然性の考証 

(1) 保存図等と古写真による考証 

 

■後補柱の検討（梁伏図等の復元的検討） 

保存図等、古写真の情報をもとに各階の小屋組及び構成が複雑となる 3 階は床組みについても併せて復元検討

し、軸組の形式から天守の当初の柱と後補柱の特定を行った。また、移設されている礎石について、柱配置の復元

検討への有用性について検証を行った。 

なお、梁伏図の作成にあたり保存図の断面図は作成者が任意の断面を表現していることから、図の断面線を特定

して保存図が描いた箇所を特定した。床梁の継手位置などは保存図に則り、不明部分は既知の部分から類推した。 

【1 階梁】 

・保存図等から、桁行方向（東西方向）に３列の牛梁を設け、梁間方向は牛梁の上部に直交して１間ごとに 2 階床梁

を架ける。 

・これら床梁は、１階外周の柱（側柱）と中央部の矩形に整列した入側柱のみで床梁を架けることが可能である。 

・保存図の表現から、間仕切りを伴わない柱のうち、貫が設けてある柱は当初の柱と考えられる。 

・一方で、後補柱には貫がなく、柱頭に横架材を付加しているか、小径の柱とし、梁の継手前後や、上階の荷重を受

ける部分など構造的に脆弱な箇所に追加している傾向がみられる。 

・以上から、図に区分した柱においては後補柱と判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2 階梁】 

・1 階と同様で、桁行方向（東西方向）は身舎（＝もや、入側に囲まれる中心部分）の間仕切りに沿って 3 本の牛梁を

設け、梁間方向は牛梁に直交させて 1 間ごとに梁を設ける。 

・梁間方向の 3 階床梁は、いずれも牛梁や柱が連なった間仕切り上部で継手を設けることが可能であることから、図

に区分した柱は後補柱と判断できる。 

・2 階と 3 階の柱位置は、上下階で梁間方向にずれを生じ、構造的な欠点となっている。1 階と 2 階で後世に追加さ

れた柱の多くは 3 階の柱位置に沿っており、床梁の補強として追加されたものとみられる。 

 

  

天守東西断面図（部分） 

奈良文化財研究所所蔵 
柱には貫がなく、柱頭に横
架材を付加しているので、
後補の可能性が高い 

柱には貫があり、 
当初柱と考えられる 

広島城天守 梁伏図（1 階） 

広島城天守 梁伏図（2 階） 



 

11 

【3階床】 

・広島城天守の軸組の特徴である重階一致を構成するため、梁の上に床を組む点が特徴となる。とくに 3 階が最も床

組みが複雑になるため、床梁と床組みを分けて検討した。なお、保存図において表記間違いが疑われる部位に関

しては、推定の上復元図を作成した。 

・3 階床組みは 2 階で説明した通り、東西方向に 3 筋牛梁を置き、その上部直交（南北）方向 1 間ごとに床梁を重ね

る。その上に床組みを構成し、3 階床梁から柱および床束を建て足元を貫で固める。床束で大引きを支持し大引き

の上に柱間を四つ割りにして根太を配る。 

・当初の柱はいずれも梁から建ち、貫で固められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（保存図の表記間違いについて）東西方向の保存図断面図では大引とそれを受ける床束の表記はみられるが、壁

通りでは床下に部材表記がない。根太を 2 間飛ばして配置するとは考えづらく、壁通りは 1 間ごとに柱が建つことか

ら、根太受けを兼ねた貫が通っていた可能性が高い。4 階でも同位置に貫を通すことからも、貫の表記漏れと考えら

れる。また、南北方向の実測図断面図には根太と天端を揃えた成の高い（約 1 尺 1 寸）小梁の記載があるが、東西

断面図には当該部材はみあたらない。4 階では渡り顎とする表記が確認できることから、3 階でも同様に大引の天端

ラインの記載漏れによる表記ミスと考えられる。 

 

  

広島城天守 床伏図（3 階） 

広島城天守 断面図（3 階部分） 

広
島

城
天

守
 断

面
図

（
3

階
部

分
）
 

広島城天守 東西断面図（1－3 階部分） 

広島城天守 南北断面図（1－3 階部分） 

貫表記漏れ 

大引天端ライン表記漏れ 
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【3 階梁】 

・南北方向に 2 本の牛梁を設け、東西方向に 1 間おきに 4 階床梁を架ける。 

・2 階に下る階段の東側にある柱は後世に追加された柱と判断した。古写真では柱の内法高さを挟み梁で固定し、柱

頭は南北方向の横架材を支持している。これら含め後世の追加部分と判断した。 

・同様に、北側の後補柱は南北に横架材を設けて上階を支持する床梁を補強していたものと判断できる。 

 

 

 

 

 

ｎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島城天守 梁伏図（3 階） 
柱の内法高さを
挟み梁で固定 

「天守閣第 3 層」（部分）（広島市公文書館所蔵）  

写真右奥に保存図に描かれていない柱が 2 本

写っており、この柱の配置は古川重治記録図面

と一致する。保存図ではあきらかな後補の柱は

図化の対象から除いていると判断される。  

天守東西断面図（部分） 

奈良文化財研究所所蔵 

保存図は前後関係を混同した描写と考えられる。  

保存図にない柱 

後補柱と補足小屋梁 

広島城天守 梁伏図（4 階） 広島城天守 梁伏図(5 階） 

【4 階梁】 

・南北方向に 2 本の牛梁を設け、東西方向に 5 階床

梁を渡して井桁状に 5 階柱を支持する柱盤を配置

していたとみられる。実測図では 4 階に後補の柱は

ないと判断される。 

筋違状の斜材
（後補か） 

水平材 
（後補か） 

本来の長押 

この柱は後補 
本来の柱は隠
れている 

ボルト締め 

鎹 

「天守閣第 5 層」 

広島市公文書館所蔵 

【5 階梁】 

・古写真からの判断では、隅柱を除く側柱には

補強として付柱と横架材が付加され、部分的に

筋違を設けている。 
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【移設された礎石について】 

柱配置等を検討するにあたり、天守東南に移設展示されている礎石について、復元検討の根拠資料としての有用

性を検証した。 

この礎石展示については、現天守再建時の工事関係者の回想録に記録があり、担当者が名古屋城を見学した際

に、急遽礎石の取り扱いの重要性を認識し、広島城ではすでに一部の礎石は解体されていたが、残っていた大部分

については調査して記録したとされる。それをもとに後年再現されたのが現在みられる礎石展示であるが、現地説明

板によると、移設した礎石のほか天守台に現物を残したものはイミテーションを使用し、天端の高さを変えることで違

いを表している。 

 

礎石に一階平面図を重ねると、特徴として以下の点があげられる。 

・後補とみられる丸柱の直下にはほぼ礎石がない 

・後補とみられる細い柱や添柱には礎石が据えられている 

・束石などは 1 間ごとに入るのが望ましいが、柱のない位置は入れられていない 

 

上記のことから、当初の礎石をすべて復元したとは考え難く、再現工事にあたり、記録のあった礎石についてはそ

れを参考として移設しながらも、不明な部分については平面図等の柱位置を参照するなど恣意的な判断があったの

ではないかと考えられる。このため、現時点では礎石の位置情報については復元根拠資料としての採用が難しいが、

礎石自体については今後、資料として十分に検討を加えるべきである。 

 

 

  

（凡例）  

● ：後補の可能性が高い柱（丸柱） 

■ ：後補の可能性が高い柱（角柱） 

天守礎石全景（西側から東方向を眺める） 

 

表示用礎石 

礎石の高さで移設した礎石（奥）と表示用礎石（手前）

の区別を示している 

礎石写真に 1 階平面図を重ねた図 

広島城天守 床伏図（1 階） 
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■古写真解析状況 

①標定点の設定 

厳選した 4 方向の古写真において現存石垣面などの座標を 3 次元データより参照し、標定点として設定。（各写

真において 6 点設定）それぞれの撮影ポジションを推定した。 

 

解析古写真：赤点は参照した標定点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ：取得した 3D 点群や写真解析モデルから既存石垣の座標を参照 

 

得られた推定撮影ポジションを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推定撮影位置 

 

②評価面の設定 

解析を実施するには求めたい点がどのような線形上にあるか指定する必要がある。保存図と現況地形を参考に、

天守の保存図平面図を公共座標系に配置し評価面を想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 階（左）、4 階（右）の設定評価面位置： 

現況の石垣平面に保存図を重ね壁の位置を想定。それぞれの壁の位置を評価面として設定する。（緑線が設定

評価面） 

  

北東画像 

南東画像 

北西画像 

南西画像 

北東：「広島旧城」『大日本全国名所一覧―イタリア公使秘

蔵の明治写真帖』平凡社刊より 

南西：「広島城」益田崇教氏所蔵 

南東：「広島名勝鯉城（天守閣）」益田崇教氏所蔵 

 

北西：「広島城」益田崇教氏所蔵 

3D 点群データ 写真解析モデル 
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③評価点の解析 

撮影位置の推定と評価面の設定を実施することで任意の点（評価点）の座標値を算出することができる。各層の高

さを評価点として数値を算出する。また、既存の石垣なども評価点に含むことで解析の妥当性のチェックを行った。 

 

・南東写真解析状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【破風の位置の推定】 

 破風の位置関係に関して、追加で解析を行った。（点 32、33）  

解析点は X,Y,Z の座標値として取得できるため、平面上に点をプロットし、左右の位置関係を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各層の高さなどは保存図と概ね一致する解析

結果となった。南面の解析がうまくいっておらず

高さの誤差が大きい。 

１～22：天守の解析高さの解析値 

23～31：現在も残る石垣の高さの解析値 

（比較して解析の妥当性を検討） 

保存図面や現況の高さ 差分（誤差）

No. X Y Z 図面高さ（標高(m)） Z‐図面高さ

1 80.634 -152.365 41.693 41.759 -0.066

2 82.398 -146.37 41.665 41.759 -0.094 解析長さ 図面長さ 差分

3 77.755 -152.312 36.773 36.96 -0.187

4 84.594 -154.335 36.665 36.96 -0.295

5 83.922 -153.835 36.935 36.96 -0.025

6 85.939 -146.983 36.942 36.96 -0.018

7 82.467 -155.886 31.418 31.473 -0.055

8 86.07 -156.947 31.412 31.473 -0.061

9 85.826 -156.771 31.493 31.473 0.02

10 88.984 -145.916 31.512 31.473 0.039

11 78.558 -156.779 26.336 26.249 0.087

12 87.44 -159.452 26.194 26.249 -0.055

13 87.043 -159.175 26.298 26.249 0.049

14 91.326 -144.571 26.248 26.249 -0.001

15 83.546 -160.131 20.896 20.998 -0.102

16 90.624 -162.584 20.942 20.998 -0.056

17 90.627 -162.586 20.941 20.998 -0.057

18 92.482 -155.626 20.952 20.998 -0.046

19 84.254 -160.339 17.659 17.582 0.077

20 88.287 -161.723 17.669 17.582 0.087

21 90.867 -161.712 17.66 17.582 0.078

22 91.725 -158.47 17.672 17.582 0.09

No. X Y Z 現況地形高さ（標高(m)） Z-現況地形高さ

南石垣東側高さ 23 81.073 -178.362 12.101 12.101 0

南石垣東側高さ 24 82.592 -172.841 11.984 11.965 0.019

南石垣東側高さ 25 84.72 -165.11 11.872 11.878 -0.006

小天守石垣高さ 26 111.619 -171.668 11.864 11.836 0.028

小天守石垣高さ 27 117.241 -173.531 11.832 11.806 0.026

小天守石垣高さ 28 121.416 -174.915 11.84 11.841 -0.001

小天守石垣高さ 29 121.482 -174.978 11.834 11.841 -0.007

小天守石垣高さ 30 122.799 -171.083 11.762 11.719 0.043

小天守石垣高さ 31 124.375 -166.424 11.953 11.867 0.086

解析値（単位　m，Zは標高値）

天守棟高さ

5階梁高さ
（南面）

5階梁長さ
（南面）

3～4 7.132 -0.007

5階梁高さ
（東面）

5階梁長さ
（東面）

5～6 7.143 7.155 -0.012

7.139

4階下見板高さ
（南面）

4階下見板長さ
（東面）

9～10 11.305 11.340 -0.035

2階下見板高さ
（東面）

1階下見板高さ
（南面）

1階下見板高さ
（東面）

4階下見板高さ
（東面）

3階下見板長さ
（東面）

3階下見板高さ
（南面）

3階下見板高さ
（東面）

2階下見板高さ
（南面）

13～14 15.219 15.255 -0.036

解析評価点一覧 

評価点長さ比較 

現況地形と比較し、解析の妥当性を検討。

既存石垣の数値とは概ね一致 

   ：差分値 0.1ｍ以上 

   ：差分値-0.1ｍ以下 

※現状、南西、北西の解析はうまくいっていない（特に南西は標定点がうまく参照できず解析が安定しない）ため、

北東、南東の解析状況を示す。 

No. X Y Z

9 85.826 -156.771 31.493

10 88.984 -145.916 31.512

13 87.043 -159.175 26.298

14 91.326 -144.571 26.248

破風棟位置 32 88.403 -151.718 32.027

破風棟位置 33 91.492 -152.853 27.564

破風の位置 9～32長さ 32～10長さ 中心とのズレ

9、10、32 （下見板上での距離） 5.572 5.733 0.08

13、33、14 （下見板上での距離） 7.313 7.906 0.296 ※単位はm

4階下見板高さ
（東面）

3階下見板高さ
（東面）

破風の位置は、三重目千鳥破風は壁面の

ほぼ中心。二重目入母屋の中心は壁面中心

から約 30 ㎝程度、南にずれた個所に位置し

ているという解析結果を得られた。 

保存図においても誤差はあるものの同様

の傾向がみられた。 

東立面図（保存図） 

約 28 ㎝ 

解析評価点一覧 

座標値をプロット 

プロットした座標と 4 階平面（保存図）重ね合わせ 

5.572m 

5.733m 
7.906m 

7.313m 

「広島名勝鯉城（天守閣）」益田崇教氏所蔵 

 

「広島名勝鯉城

（天守閣）」（部分） 

益田崇教氏所蔵 

 

中心から南側 中心から北側

4階：9、10、32 5.572 5.733 0.08

3階：13、33、14 7.313 7.906 0.296 ※単位はm

破風の位置
（下見板上での距離）

壁の長さ
中心とのズレ
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【東小天守の 1 階柱配置の検討】 

 発掘調査による礎石配置と併せて検証する必要があるが、古写真解析からの検討により東小天守の柱配置を推定

した。 

・計測でプロットした平面座標から、基準柱間寸法である 6.5 尺の倍数、あるいは 6.5 尺の倍数を整数で除した柱間

寸法を想定し、東小天守の 1 階柱間寸法の概要を推定した。 

・東小天守 1 階の軒唐破風中心は、御廊下の梁間中心線（＝棟真）からやや南に軸線がずれることを確認した。 

・今後、1 階と上階の位置関係から上階の平面寸法を推定し、各階の平面位置と規模を確定させる予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  御廊下梁間中心線（棟真） 

東小天守東面 1 階 
軒唐破風の中心線 

37 

36 

35 

34 

31 

32 

33 

40 

39 

45 

44 

38 

37 

広島城東小天守 1 階柱間寸法推定図 （単位：尺） 

東小天守 1 階付近の拡大 

「広島旧城」『大日本全国名所一覧―イタ

リア公使秘蔵の明治写真帖』平凡社刊より 

現在の石垣 

平面上に評価点をプロットした結果。東小天守 1 階の軒唐破風中心は、御廊下の

梁間中心線（＝棟真）からやや南に軸線がずれることとなった。 

解析した評価点の位置は、現状も残っている、評価点下部の石垣の形状からもおお

よその位置を推定することができ、解析値は妥当であることが考えられる。 

 

既存の石垣の位置関係と 

ほぼ一致している。 
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(2) 類例建築遺構との比較検討 

近世城郭天守の現存類例（昭和初期の保存図等が残る天守を含む）を調べることで、広島城天守の天守建築の

歴史の中での位置づけ、価値が明らかにできる。また、復元検討において史資料からだけでは判断つかないことや

保存図からではわからない詳細な部分について、復元の精度をあげることができる。 

 なお、文化庁に提出する復元の根拠としては、遺構などの直接的資料（発掘調査結果など）、古写真や図面（保存

図や実測図など）資料、絵図（指図など）や文献史料、そして類例という順序で復元考察を進めることとなる。 

 

平面 

・広島城天守は、ほぼ同時期である熊本城宇土櫓、犬山城天守と同じ 6.5 尺間である。その後の天守は 6.5 尺間が

一般的である。天下人の天守である織田信長安土城天主、豊臣秀吉大坂城天守は 7 尺間と推定され、徳川江戸

城・名古屋城天守、徳川大坂城天守等は 7 尺間である。 

・1、2 階は同規模で石垣に合わせ変形している。初期の天守では熊本城

宇土櫓などのようによく見られることである。なお、3 階以上は矩形であ

る。 

・5 階のみは枝割制を採用しているため、3 間の内中央間 8.19 尺、脇間

7.28 尺である。 

・1、2、3、4 階には壁と建具で囲われる部屋があり、長押・鴨居・敷居を備

えた居室の意匠であるが犬山城天守や彦根城天守にあるような床・棚

の座敷飾はない。 

 

架構（重階一致） 

・昭和 20 年までは重と階が一致する現存最古の天守であった。望楼式天守の場合、重と階が一致しないものが多い。

重と階が一致するのは名古屋城天守、江戸城天守などの層塔式天守からである。 

・広島城天守は各階の梁上に柱や束を配して懐をつくり、大引・根太を配して床を張っている。これは、鹿苑寺金閣・

慈照寺銀閣や西本願寺飛雲閣のような楼閣建築と同じである。この場合垂木の基部と床レベルが同じため、窓や狭

間の高さが自由な位置にできる構成である。広島城以外の望楼式天守は、梁の直上に大引と根太を配して床を張

っており、床レベルより垂木の基部が高くなるため、それより上に窓や狭間を設置せざるを得ない。床レベルが垂木

基部と同じになるのは名古屋城天守のように層塔式天守になって完成する。この層塔式天守では投掛け梁を利用

して腕木を出し、出桁を受ける。 

 

柱 

・望楼式の天守は、建物を上下に重ねる構造となるため熊本城宇土櫓等のように構造ユニット毎に通し柱を用いてい

る。広島城天守の場合、1～2 階の四隅に通し柱がある可能性があるが、2、3、4、5 階には通し柱がなくすべて管柱

と考えられる。 

・初期層塔式の名古屋城大天守の地階～1 階、1 階～2 階の他 4～5 階の四隅に通し柱があるとされている。層塔式

の完成形である寛永度江戸城天守は管柱で構成されていると考えられている。 

・保存図には、補強のため柱を追加していると思われるものが複数種ある。補足した時代の特定が難しいが、旧陸軍

管理時代のものが多いと考えられる。5 階などには保存図には描かれていない後補柱が写っているが、保存図の実

測者は明らかに後補と思われる部材を外して描いているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬山城天守 座敷飾り 

広島城天守東西断面図（部分） 

奈良文化財研究所所蔵 

※通し柱は隅柱のみ 

z 

江戸城寛永年度天守復元

梁間標準断面図 

『寛永度江戸城天守復元

調査研究報告書』より 

鹿苑寺金閣梁行断面図 

『日本建築史基礎資料集成』より 

z 

熊本城宇土櫓断面図 

『定本熊本城』より 

名古屋城断面図 

『日本建築史基礎資料集成』より 

姫路城大天守断面図 

姫路市立城郭研究室所蔵 

※中央の通し柱は途中で継いでいる 

 

西本願寺飛雲閣断面 

『国宝本願寺飛雲閣修理工事報告書』より 

：通し柱 
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梁・桁等 

・梁には特に大口径のマツ材が使われており、豪壮な内部空間をつくっている。 

・天守礎石上に大型の土台と大引を載せ、その上に柱を配置しており、1 階床下の空間がほとんどない。 

・柱上に梁を載せて桁を配する他の天守と同じ折置式である。 

 

材種 

・広島城天守主要構成材の材種は、古川重春の所見ではマツとなっている。熊本城宇土櫓（天守建築）、名古屋城

西北隅櫓（伝清州城遺構）、福山城伏見櫓（伝伏見城遺構）と同じ初期の城郭建築にはマツがよく使われているとい

う特徴があり、古式といえる。 

・古写真から梁はマツでチョウナ仕上げであると考えられる。 

 

木部の仕上げ 

・柱の仕上げは、昭和 8 年頃の古川重春の記録によると、チョウナとされる。熊本城宇土櫓、松本城天守、乾小天守、

犬山城天守、福山城伏見櫓と同じく、蛤刃チョウナの他、平刃チョウナ、細刃台カンナ、ヤリガンナ等が混在した可

能性もある。内部古写真から柱が蛤刃チョウナ仕上げであることが推定できる。 

・その他の木部造作の仕上げは、古写真からの判断は難しいが、細刃台カンナないしはヤリガンナの可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小屋組 

・最上階は東西 2 本、南北 3 本の梁で構成し、その梁上は和小屋組である。3 間四方の平面の天守最上階等では他

の天守でもよく使われる構造である。 

・最上階の軒構造には桔木を使っている。熊本城宇土櫓、彦根城天守、高知城天守などの一部の天守を除いて、軒

出を安定させるために、大型の天守では桔木を使っていることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

垂木 

・最上階である 5 階は、枝割制を採用している。このため、文献

にある 3.5 間（１間 6.5 尺で 22.75 尺）を 25 枝で割って、１枝あ

たり 9.1 寸となり、中央間が 9 枝（8.19 尺）、脇間 8 枝（7.28 尺）

で構成されており、昭和 20 年まで残った天守の中では唯一の

ものである。この階だけは木部現しとしており、火灯窓と相まっ

て禅宗様仏堂的意匠を色濃く残している。 

・その他の重の垂木は、一間を６枝で統一され、漆喰塗籠であ

る。 

 

 

方杖 

・軒に方杖を使用し出桁を支えている。この例は姫路城天守他、福山城伏見櫓、

岡山城西手櫓、福岡城多聞櫓等がある。他の多くの天守や櫓は、梁との延長上

に配される腕木先に出桁を設置しているが、方杖を使用した場合、梁の位置と

関係なく腕木の位置が自由となる。 

・方丈は 5 階が木部現し、その他は漆喰塗籠となっている。1・2 重の方杖と出桁

は断面が角で 3・4 重の方杖と出桁は丸となっていることが特徴で、1・2 階、3・4

階、5 階と 3 ユニットの構成ということを意識している。なお、廊下の方杖と出桁

は、1 階が角、2 階が丸となっている。このような方杖の組み合わせは他に例が

ない。一般的には角より丸の方が格が高いと考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本城大天守 柱仕上げ痕跡

（ヤリガンナ） 

名古屋城西南隅櫓 柱（摺拓本）

手斧痕跡 

左：1 階北出入口一筋鴨居上面 

中央：1 階北西面から第 2 北柱 

右：2 階根太上面 

『重要文化財名古屋城西南隅櫓保

存修理工事報告書』より 

8 枝 8 枝 9 枝 

天守南北断面図（部分） 

奈良文化財研究所所蔵 

天守南立面図（部分） 

奈良文化財研究所所蔵 

3 重目 

2 重目 

姫路城天守、櫓  姫路城備前門 出桁と方杖 

岡山城西手櫓 出桁と方杖 岡山城西手櫓 出桁と方杖 福岡城多門櫓 出桁と方杖 
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壁 

・外部の壁は 4 重まで大壁漆喰仕上げで、腰下は基本的には下見板張り（漆塗または墨塗）であるが、初重のみ竪

板張りとなっている。他に類例がないため、後世の改変である可能性もある。 

・最上階の 5 階のみは、柱、長押、貫などを木部現しとし、真壁構造となっている。 

・内部は、真壁漆喰仕上げで、間仕切壁は板壁竪板張となっている。 

 

【下見板の形状について】 

・内部の古写真の状況から、土壁に露出した状態の狭間が確認できる。 

・外壁は、1 階は羽目板張りで、それより上部は下見板張りとする。 

・１階の外部羽目板には各所に修繕の痕跡がみられるほど古式なもので、狭間のための開口部も確認できる。 

・下見板張は、通常よりも簓子の間隔は広く、簓子の断面寸法は見込みの厚さが薄く、板幅が狭いことなど、近代

的な下見板の特徴に共通するところが多い。 

・御廊下の妻面は各小天守が撤去された際に、撤去で生じた開口部を閉塞するために壁を整備したものだが、天

守の下見板の仕様は御廊下妻面と同じ仕様であることがわかる。 

・また、櫓を撮影した古写真の様子から、簓子は 1 間を四つ割り程度に設け、下見板の外部に露出した狭間が確

認できる。 

・以上から、天守の外壁は小天守を撤去した際に整備されたもので、隠し狭間であった可能性は低く、本来の下見

板の意匠は復元的に検討する必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天守 3 階平面図（部分／西が上） 

姫路市城郭研究室所蔵 

天守南北断面図（部分） 

奈良文化財研究所蔵 

￥ ￥

￥ ￥

「広島城一部（天守南面西側）」  

渡辺襄撮影/広島市公文書館所蔵 

※昭和 11 年(1936)撮影 

「廣嶌（広島城三丸南方面を望む）」（部分） 

徳川林政史研究所所蔵 

元治元年(1864)徳川慶勝撮影、三の丸平櫓 

「広島城裏御門周辺」（部分）  

大阪公立大学都市科学・防災研究センター所蔵 

明治 5 年(1872)以前の撮影か、 

北東隅櫓の下見板の外部に露出した狭間が確認できる 

 

天守東立面図（部分） 

奈良文化財研究所蔵 
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窓、狭間 

・最上階には脇間に火灯窓があり、天守建築の最上階の意匠の特徴をよく表している。保存図にはないが、古写真

からは窓の外の養生用の戸板が確認できる。この戸板は創建時から付いていたかどうか不明である。 

・その他の階の窓には連子格子があり、突き上げ戸となっている。 

・鉄砲狭間、矢狭間が配置されており、中には天守から廊下の室内に向かって配置されているものもある。矩形のも

のと三角形のものがある。 

・硝煙抜きと思われる窓が内法より上の位置に散見される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装 

・外部下見板などは、漆塗または墨塗（柿渋＋膠＋墨）であっ

たと考えられる。現存例では、墨塗は熊本城宇土櫓など、漆

塗は松本城天守・乾小天守がある。 

・天守内部は、広島城天守も他の天守と同様、基本的には素

木であったと思われる。 

・５階の火灯窓の枠や桟唐戸の枠、高欄の部材などは漆塗の

可能性がある。彦根城や戦災で失われてはいるが多くの写

真が残る岡山城天守などが参考となる。高欄の場合、彦根城

天守のように黒漆ないし松本城月見櫓のように赤漆かは不

明である。 

・外部の木部現しの部分には腐朽防止のための柿渋塗も考

えられる。 

 

【天守外壁の色について】 

・現存する鉄筋コンクリート造天守の下見板は設計図によると「煤塗リノ上柿渋塗リ仕上」とあるように黒色で、戦前

も木部が劣化した結果生じた古色に見えるが黒色であったと考えられる。ただし、下見板は明治期に更新したも

ので、塗装色まで正確に継承しているかどうかは不明である。 

・戦前の天守南西面を撮影した古写真では、1 階の羽目板は黒色に塗装されているように見え、上階の近代補修

範囲とみられる下見板は木部の生地色が自然に劣化した濃茶の古色に見える。 

・城内の櫓を撮影した古写真によっても、下見板は黒色に見え、東小天守及び隣接する櫓でも、黒色に近い外観

となっている。 

・広島城天守は、秀吉の大坂城天守を参考に創建したことが伝わる。秀吉の大坂城天守は、近年の研究では黒漆

塗（チャン塗は発生時期がやや新しく、可能性として低い）であった可能性が考えられており、広島城の創建当初

も同様の塗装仕様であったか、藩政期を通して黒色の意匠が継承されていた可能性が高いと考えられる。 

 

建具 

・5 階の出入り口は、意匠が桟唐戸風の引き分け戸となっているが、本来桟唐戸は金閣や銀閣にあるように扉形式で

ある。なお、火灯窓の内側は引き分けの板戸となっている。また、外部には、内法の位置に幅広の横板が張られて

いることも類例がない。 

・1～4 階の室内の建具には、板戸が用いられている。 

・5 重以外の窓は突き上げ戸形式である。 

 

床 

・大引または梁（1 階）の上に根太を配し、床を張っている。他の類例と同じで床の上部表面はヤリカンナで平滑に仕

上げていたと考えられる。 

 

屋根 

・本瓦葺で、本棟、下り棟、隅棟で構成され、その先端には鬼瓦や鳥衾が付く。 

・天守 5 重目には鯱が１対載っている。また、東小天守の古写真には鯱が確認できる。正保絵図には天守、東・南小

天守にも鯱が確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：天守第 5 層の外壁 火灯窓の戸板 

「中国御巡啓の東東宮殿下（広島城天守閣より市中御

展望）」（部分）『東宮殿下中国行啓記念写真帖』より 

右：天守第 3 層の連子格子 

「天守閣第 3 層」（部分）広島市公文書館所蔵 
石落とし内の狭間 

広島城天守平面図 1 階、東・南御廊下 2 階（部分）

姫路市城郭研究室所蔵 

 

天守東立面図（部分）奈良文化財研究所蔵 

狭間 3 種（大半は鉄砲狭間とみられる） 

「岡山城大天守建物内部 (昭和 12 年 5 月調査分)」

（部分） 

姫路城管理事務所 HP 掲載 

広島城天守 東立面図（部分） 

（奈良文化財研究所蔵） 

 

 

 

金箔押鯱瓦 広島市所蔵 

広島城跡上八丁堀地点（かつての広島城

内の武家屋敷地の遺跡）から出土 
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破風 

・装飾性の高い千鳥破風が配置されており、破風の間がない形式である。 

・2 重目南北に比翼の千鳥破風を用いている。広島城１重目南側ではこの二つの千鳥破風の位置を少し上下にずら

すことにより１・2 階平面の歪みを調整し、2 重屋根の軒先を水平にしている。 

・破風には虹梁、舟肘木、扠首等が表現されている。 

・2 重、5 重の大入母屋の大破風や 3 重目の千鳥破風には装飾性の高い三花懸魚や蕪懸魚、その他は梅鉢懸魚で

ある。ただし、古写真と保存図で一部異なっている部分がある。 

 

赤矢印：保存図作成時点での調査・検討で錯誤が生じている。    

青矢印：現天守復元時の検討。保存図の誤記をそのまま継承している。南北を揃える判断とした。 

     

天井 

・5 階のみに棹縁天井が設えており、棹縁の断面形は猿頬面を使用し部材断面も太く、天正時代相応であるが、天

井板が突きつけでイナゴ天井となっておらず、後世の改変があったか、古式を残している可能性もある。1 から 4 階

には天井が張られておらず、すべて現しとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

階段 

・南、東廊下ともに１階から２階に上る踏板階段があり、廊下 2 階と天守１階が同

レベルとなっている。東廊下にある玄関内部には１階への階段が設けられてい

る。 

・天守 1 階 2 階 3 階 4 階 5 階それぞれに踏板階段があり、3 階から 4 階への階

段は折り返しとなっている。 

 

廻縁・高欄 

・最上階の高欄付き廻縁は、天守建築の重要な要素である。熊本城宇土櫓、犬

山城天守、彦根城天守にある。その他、松本城大天守や熊本城大小天守等外

高欄が内高欄に改められたものがある。外高欄は風雨水に晒され腐朽し易い

ためであろう。このため、創建当初のものは残っていないと考えられる。 

・広島城の高欄についてもオリジナルの形ではない可能性があると思

われるので、他の天守の形を参考とすることが必要になろう。また、

時代は降るが、岡山城月見櫓や松本城月見櫓なども参考になる。 

・姫路城大天守など最上階には廻縁が無くなり、層塔式天守は外部

廻縁はなくなるか、実用性の無い意匠上の飾りとして存続する事例

がある。 

 

石落 

・広島城天守には西北隅一か所に袴状の石落が設けられており、廊

下には設けられていない。他の天守や櫓と比べて石落が少ない。 

 

廊下 

・天守によく設えてある穴蔵がなく、「廊下」という名の続櫓の 2 階から

天守 1 階に入る構造となっており、昭和 20 年まで残った天守の中で

は唯一の事例である。 

・東廊下には、南面石垣下から立ち上がる「玄関」が付属しており、内

蔵された階段があり、廊下に通じており、類例がない。 

 

 

 

 

東 南 西 北

2重目 大入母屋：三花懸魚 千鳥破風×2：梅鉢懸魚 大入母屋：三花懸魚 千鳥破風×2：梅鉢懸魚

3重目 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：三花懸魚 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：梅鉢懸魚

5重目 蕪懸魚 蕪懸魚

2重目 大入母屋：三花懸魚 千鳥破風×2：梅鉢懸魚

3重目 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：蕪懸魚

5重目 蕪懸魚

2重目 大入母屋：三花懸魚 千鳥破風×2：梅鉢懸魚 大入母屋：三花懸魚 千鳥破風×2：梅鉢懸魚

3重目 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：蕪懸魚 千鳥破風：蕪懸魚

5重目 蕪懸魚 蕪懸魚

全て一致する
三重目：保存図/古写真で相違、

現RC天守は保存図を尊重
一致する

三重目：現RCは南面を参照し

て北面を整備したか

三花懸魚 蕪（かぶら）懸魚 梅鉢懸魚

無し

　整合の状況

現RC天守

保存図

古写真

無し

対の面で異なる不一致

一致

揃えている

熊本城宇土櫓 石落とし 

彦根城天守、附櫓及び多聞櫓 

附櫓 

多聞櫓 

福山城伏見櫓 階段 


